
借入手続の例
（農業近代化資金、スーパーＬ資金、経営体育成強化資金、農業改良資金の場合）

農業制度資金のご案内

       
      
　　     
　　

資金に関するお問い合せ先

・農業近代化資金

・スーパーＬ資金
４

 

 

やっぱり頼れる 

農業制度資金！ 

窓口機関に提出
(農協・銀行等、公庫のいずれか）

最寄りの窓口機関がおわかりにならない方

は各県の農業制度資金担当課、農業改良

普及センターに照会してください。

融資可否の回答
（原則１か月半以内）

融資を行わない場合は、その理由

をご説明します。

経営改善資金計画書・借入申込希望書を提出

経営改善資金計画書の作成でお困りの時は、農業改良普及セン

ター等に相談をしていただくこともできます。

なお、計画書等の提出は、実際に資金が必要な日より極力早くさ

れることをお薦めします。

融資機関(農協・銀行等、公庫）

借受希望者（農業者）

審査等

関係融資機関や保証機関が相互に連携

をとりあい、最も適切な資金を選択。

２

１

３

平成23年度は、貸付当初５年間に限り一定

条件のもとで利子助成措置が受けられます。

詳しくはお近くのお問い合せ先へ

資金 関 問 合 先

058-276-5171(営業部）

052-951-3594（融資営業部）

059-229-9037（農業金融部）

岐阜支店　農業食品課（岐阜県） 0120-926483（フリーコール）

名古屋支店　農業食品第二課（愛知県） 0120-911658（フリーコール）

津支店　農業食品課（三重県） 0120-959014（フリーコール）

岐阜県 058-272-1111（内線2848）

愛知県 052-961-2111（内線3669）

三重県 059-224-2354

058-276-4601

052-951-3626

059-259-0855

平成２３年７月２１日版

資金に関するお問い合わせや借入のご相談は、農協等融資機関、各県の農業改良普及セ
ンター、市町村の農業担当窓口等にお気軽にお問い合わせ下さい。

金 融 機 関 又 は 担 当 機 関 名 連　　絡　　先 関　係  資  金  名

お近くのＪＡ窓口（農業協同組合）

農業近代化資金等

三重県信用農業協同組合連合会 （三重信連）

東  海  農  政  局発 行 ： 東海農政局 生産経営流通部 経営支援課 　ＴＥＬ：０５２－２２３－４６２０

青年農業
者等育成
センター

（社）岐阜県農畜産公社

就農支援資金

（財）三重県農林水産支援センター
手にとって さとの恵み

日本政策
金融公庫

日本政策金融公庫資金

岐阜県信用農業協同組合連合会 (岐阜信連）

愛知県信用農業協同組合連合会 （愛知信連）

（財）愛知県農業振興基金

農水商工部農業経営室

お近くの農業改良普及センター

農政部農業経営課
制度資金全般

農林水産部農業経営課



こんな時に資金が借りられます

返済・
据置期間
の特例等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定農業者 ※１
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〔0.0〕　※４

15
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100
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公庫
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 返済期間
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（％）
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資　　金　　の　　内　　容

個人１，８００万円（特認２億円）

法人２億円農業近代化資金
農協または県
信連等

〔 〕

認定農業者
エコファーマー

100

その他の担い手 80

○ 認定農業者 1.5 1 100

個人５００万円
法人２，０００万円
（畜産、施設園芸経営はそれぞれ４
倍）

農協等

△ ○ ○ ○
認定農業者
認定就農者
その他の担い手等

0.70～0.95
10
〔3〕

－
３００万円
（特認：年間経営費等の12分の3以
内）

日本政策金融
公庫
(県信連、銀行等の
受託金融機関)

○ 就農研修資金

認定就農者
（就農希望者）

就農計画の認定を
受けた農業法人等
(就農希望者の雇用主)

※２

※３

農業大学校等
　　５万円/月
先進農家等(国内外)
　１５万円/月

○ 就農準備資金
認定就農者
就農計画の認定を
受けた農業法人等

２００万円

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就農施設等資金 認定就農者
（就農希望者）

青年・
中高年

12〔5〕

青 　年 ３，７００万円
中高年 ２，７００万円

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

(県信連、銀行等の
受託金融機関)

無利子農業改良資金○ ○

※１　認定農業者 ： 農業経営基盤強化法に基づき、経営改善に取り組む農業者が自ら“農業経営改善計画”を作成・申請し、市町村から認定を受けた者。　

※２　認定就農者 ： 新たに就農しようとする青年等であって、青年等就農促進法に基づき作成する就農計画について、県知事により認定を受けた者。

○

農林漁業
セーフティネット資金

○○

※３　就農計画の認定を受けた農業法人 ： 新たに就農しようとする青年等を雇用する農業法人等であって、青年等就農促進法に基づき作成する就農計画について
    　県知事により認定を受けた者。（青年等就農促進法でいう認定農業者）

 ○は対象となっているもの、△は一部対象となっているものを示しています。

10
〔3〕

条件不
利地域
12〔5〕

ｴｺﾌｧｰﾏｰ
12〔3〕

就
農
支
援
資
金

・融資に際しては、融資機関等の審査があります。このため全ての方に融資を保証するものではありません。

・資金種類、使いみち等は代表的なものを表示しています。具体的内容は融資機関等にご相談ください。

・金利は平成２３年７月２１日現在のものです。金利情勢等によって変動しますので実際の適用金利については融資機関でご確認ください。

・金利の特例措置については、各資金毎に予算枠（融資枠）があります。このため特例措置を受けられない場合があります。

無利子

青年
12
〔4〕

中高年
7

〔2〕

スーパーＳ資金
（農業経営改善促進資金）

本表をご利用に当たっては次の点にご留意ください。

※４　平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に利子補給承認等を受けた者は、貸付当初５年間に限り２％を限度に一定条件のもとで利子助成が受けら
　　　れます（現在の金利水準では実質無利子）。

100

個人１，８００万円
法人５，０００万円

条件不
利地域
　青年
　20
　〔9〕

  中高年
　12
　〔5〕

青年農業者等
育成センター
（就農施設等資金
は農協でも可）
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